
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
等
に
よ
る
国
際

観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
多
様
化
の
促
進
に
よ

る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第

九
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
第
五
号
、
第
七
条
第
一
項
及

び
第
三
項
並
び
に
第
九
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
並

び
に
同
法
第
九
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
外
国
人
観

光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
多
様
化
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光

の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
共
通
乗
車
船
券
）

第
一
条
　
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
等
に
よ
る
国

際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
共
通
乗
車
船
券

に
係
る
運
賃
又
は
料
金
の
割
引
の
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
運
送
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届

出
書
を
共
同
で
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
共
通
乗
車
船
券
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
運
送
事
業

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
共
通
乗
車
船
券
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
運
送
事
業

者
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
割
引
を
行
お
う
と
す
る
運
賃
又
は
料
金
の
種
類

四
　
発
行
し
よ
う
と
す
る
共
通
乗
車
船
券
の
名
称

五
　
発
行
し
よ
う
と
す
る
共
通
乗
車
船
券
の
発
行
価
額

六
　
発
行
し
よ
う
と
す
る
共
通
乗
車
船
券
に
係
る
期

間
、
区
間
そ
の
他
の
条
件

（
法
第
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
二
条
　
法
第
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

要
件
は
、
国
際
航
空
運
送
事
業
に
係
る
路
線
又
は
対
外

旅
客
定
期
航
路
事
業
に
係
る
航
路
の
起
点
又
は
終
点
と

主
要
な
観
光
地
と
の
間
を
通
常
の
経
路
に
よ
り
旅
行
す

る
場
合
に
利
用
さ
れ
る
区
間
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
三
条
　
法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
又
は
観
光
庁
長

官
の
権
限
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号

に
掲
げ
る
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

一
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
共
通
乗

車
船
券
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
運
送
事
業
者
に
航
空

法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
に
よ

る
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
が
含
ま
れ
る
場
合
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
の
受
理
　
共
通
乗
車
船
券
を
発
行

し
よ
う
と
す
る
運
送
事
業
者
を
代
表
す
る
者
の
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

二
　
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
（
当
該
計

画
を
作
成
す
る
公
共
交
通
事
業
者
等
に
航
空
法
に
よ

る
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
、
海
上
運
送
法
に
よ
る
輸

送
施
設
を
設
置
し
、
若
し
く
は
管
理
す
る
者
（
同
法

に
よ
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
を
営
む
者
を
除

く
。
）
又
は
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
を
設
置
し
、

若
し
く
は
管
理
す
る
者
が
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

の
受
理
　
当
該
計
画
を
作
成
す
る
公
共
交
通
事
業
者

等
を
代
表
す
る
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

２
　
法
に
規
定
す
る
観
光
庁
長
官
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る

も
の
は
、
地
方
運
輸
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
法
第
八
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

二
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

三
　
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

（
提
出
の
経
由
）

第
四
条
　
公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
計
画
（
当
該
計
画
を
作

成
す
る
公
共
交
通
事
業
者
等
を
代
表
す
る
者
が
、
航
空

法
に
よ
る
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
又
は
航
空
旅
客
タ
ー

ミ
ナ
ル
施
設
を
設
置
し
、
若
し
く
は
管
理
す
る
者
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）
を
観
光
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き

は
、
当
該
代
表
す
る
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
地
方
航
空
局
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
計
画
（
当
該
計
画
を
作
成
す

る
公
共
交
通
事
業
者
等
を
代
表
す
る
者
が
、
海
上
運
送

法
に
よ
る
輸
送
施
設
を
設
置
し
、
若
し
く
は
管
理
す
る

者
（
同
法
に
よ
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
を
営
む
者

を
除
く
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
観
光
庁
長
官
に

提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
代
表
す
る
者
の
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道

開
発
局
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
一
七
日
運
輸
省
令

第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に

定
め
る
日
（
平
成
十
二
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省

令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通

省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
九
日
国
土
交
通

省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
一
二
日
国
土
交
通

省
令
第
八
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
八
月
十
五
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通

省
令
第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
通
訳
案
内
業
法
及
び
外
国
人
観

光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
多
様
化
の
促
進
に
よ
る
国
際
観

光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
地
域
伝
統
芸
能
等
通
訳
案
内
業
者
認
定
規
則
の
廃
止
）

第
二
条
　
地
域
伝
統
芸
能
等
通
訳
案
内
業
者
認
定
規
則

（
平
成
四
年
運
輸
省
令
第
二
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
二
三
日
国
土
交
通

省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年

七
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
改
正
前
の
外

国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る

国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
号
様
式
に
よ
る
合
格
証

書
、
旧
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
筆
記
試
験
合
格
証
書

及
び
旧
規
則
第
八
号
様
式
に
よ
る
外
国
人
観
光
旅
客
の

来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興

に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
通
訳
案
内
士
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

証
明
書
は
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
外
国
人
観
光
旅
客
の
旅

行
の
容
易
化
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

第
一
号
様
式
に
よ
る
合
格
証
書
、
新
規
則
第
二
号
様
式

に
よ
る
筆
記
試
験
合
格
証
書
及
び
新
規
則
第
八
号
様
式

に
よ
る
外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
行
の
容
易
化
等
の
促
進

に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
訳
案
内
士
法
第
二
十
九

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
の

規
定
に
よ
る
申
請
又
は
届
出
に
係
る
地
域
限
定
通
訳
案

内
士
登
録
申
請
書
、
登
録
事
項
変
更
届
出
書
及
び
登
録

証
再
交
付
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四

号
様
式
、
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
一
日
国
土
交
通
省

令
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
国
土
交
通

省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
九
日
国
土
交
通

省
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
三
条
、
第
八
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
四
条

及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下

「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
四
日
国
土
交
通
省

令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
通
訳
案
内
士
法
及
び
旅
行
業
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
一
月
四
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
五
月
八
日
国
土
交
通
省

令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


